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令和４年３月 総務委員会行政報告資料 

       総    務    部 
 
 

内部統制制度の導入について 
 

 

業務の適正な執行の一層の確保と，より質の高い行政サービスを提供するため，次のとおり令和４年度から内部統制制度を導入するこ
ととし，次に示すように制度の運用を行っていきます。 

 
１ 制度の趣旨 
  第３１次地方制度調査会の「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」（平成２８年３月
１６日）の趣旨を踏まえ，人口減少社会においても行政サービスを安定的，持続的，効率的かつ効果的に提供していくため，その要請
に対応した地方行政体制を確立することを目的として，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正（地方自治法等の一部を改
正する法律（平成２９年法律第５４号）による一部改正。以下同じ。）により，地方公共団体に内部統制制度が導入されました。 
都道府県及び指定都市は本制度を導入するよう義務付けられ，令和２年度から施行されていますが，指定都市以外の市町村には本制

度を導入するよう努力する義務が課されています。 

 
２ 内部統制に関する方針 
  地方自治法の一部改正により，内部統制制度を導入する市町村には「内部統制に関する方針を策定すること」が求められていること
から，次の考え方を踏まえ「呉市内部統制に関する方針」（別紙）を定めます。 

 (1) 内部統制の目的 
   総務省が策定した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月策定。以下「ガイドライン

といいます。）においては，内部統制の導入により，次の四つの目的が達成されることが求められています。 
  ア 業務の効率的かつ効果的な遂行 

    業務の目的の達成に向け，効率的かつ効果的にその業務を遂行すること。 
  イ 財務報告等の信頼性の確保 
    組織の財務報告又は非財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保すること。 
  ウ 業務に関わる法令等の遵守 
    業務に関わる法令その他の規範を遵守すること。 
  エ 資産の保全 
    資産の取得，使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう，資産の保全を図ること。 
   これら四つの目的を達成することにより，業務の適正な執行の一層の確保と，より質の高い行政サービスを提供していきます。 
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 (2) 内部統制の対象事務 

  ア 財務に関する事務 
  イ 適正な管理及び執行を特に確保する必要のある事務 
   地方自治法の規定により，「財務に関する事務」については，必ず取り組むことが求められています。また，必要に応じて，市

長が認める事務を対象として追加することが可能であることから，「適正な管理及び執行を特に確保する必要のある事務」を内部
統制の対象事務とします。 

 (3) 内部統制の有効性の確保 
本方針に基づく内部統制は，上下水道局及び行政委員会を含めた全庁的な体制を整備し，組織的に取り組むこととします。また，

その取組については，評価結果や監査委員からの意見等を踏まえ，適宜，見直しを行うこととします。 

 
３ 内部統制制度の運用 
  内部統制制度の運用に係るＰＤＣＡサイクルの流れは，次のとおりです。 
  なお，評価対象期間は，毎会計年度の４月１日から翌年３月３１日までです。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【推進部局】 
 年度当初に庁内に内部統制の取組を周知 

【各所属】 
 内部統制制度の運用に沿った事務の執行 

〇リスク対応策に留意した事務の執行 
〇管理職等による各所属の取組状況の把握 

【推進部局】 
 取組の進捗確認・情報共有 

〇事務ミス事案が発生した場合の庁内での 
 情報共有 
〇推進部局による庁内の取組状況の確認 

CHECK PLAN DO ACTION 

 前年度分の評価を踏まえ，リスク及びリスクの対応策を見直し，リスク対応策一覧等を更新します。

また，必要に応じて，方針及び体制等を見直すことにより内部統制制度を充実していきます。 

【推進部局・各所属】 
 次年度の取組への反映 

≪各所属≫ 
〇運用していく中で，課題の 
 あった事項等について，改 
 善策を次年度の取組に反映 

≪推進部局≫ 
〇評価部局による評価，監査 
 委員の意見，各所属による 
 改善策等により，次年度の 
 取組に活用 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

  

 リスクを抽出後，分析・類型化等を行い，その対応

策を検討し，リスク対応策一覧等を作成 

 次のとおり体制の役割分担と体制の整備を実施 
①内部統制を推進する部局（推進部局）   
 方針に基づき内部統制体制の取組を推進 
②内部統制の取組を評価する部局（評価部局） 
 内部統制の取組に対して独立的評価を行うととも

に，内部統制評価報告書を作成 

 内部統制に関する方針の策定 
（次年度以降は見直し等） 

 リスク対応策一覧等の作成 
（次年度以降は追加・更新） 

 内部統制の体制整備 
（次年度以降は見直し等） 

【内部統制評価報告書】 
〇監査委員の審査 
〇監査委員の意見を付した報 
 告書を議会に提出 
〇公表 

【各所属】 
 リスク対応策の自己評価等を実施 

【推進部局】 
 各所属の自己評価等の取りまと

め・部等内の調整等 

【推進部局】 
 各所属に対しリスク対応策の評価

等の実施を依頼 

【評価部局】 
 推進部局の取組に対する評価・内

部統制評価報告書の作成等 
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４ リスク対応策 

  これまでの本市における監査委員の指摘事項の事例等を基に，リスクの分析・類型化等を行い，そのうち特に注意を要するものにつ
いて，次のとおりリスクを設定し，その対応策を検討しました。事務を行う際には，これらのリスクについて留意した上で事務を執行
することとし，事務ミス等の未然防止に取り組んでいきます。 

  また，設定しているリスクについては，今後の事務の執行状況を踏まえて見直しを行います。 
 
《リスクの一覧》 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
《リスク対応策の例》 
 
 
 

 
 

 

リスク

1 支出一般 ①不適切な支出事務　②検査員の誤り，未指定　③給与の誤支給

2 契約等 ①契約の不適切な手続　②不適切な契約事務　③契約内容等の不遵守　④指定管理者への指示事項等の不備
⑤設計書の不備　⑥工事手続遺漏　⑦契約の秘密に関する事項の漏洩　⑧その他

3 補助金等 ①不適切な補助金交付事務　②補助金対象事業の不十分な履行管理

4 旅費 ①旅費の不適切な支出

5 服務 ①不適切な時間外勤務命令　②不適切な休暇の承認等　③不適切な制度運用　④職員の自動車運転資格の不確認
⑤不適切な自家用車の公務使用　⑥適正な服務規律の確保等

6 収入一般 ①不適切な調定事務　②納期限の誤り　③課税の誤り　④保険料の誤り　⑤行政財産使用料の誤り　⑥起債借入額の誤り
⑦収納額等の誤り　⑧収入科目の誤り　⑨収入年度の誤り　⑩不適切な債権管理

7 財産管理 ①不適切な公金等管理　②不適切な物品等管理　③不適切な行政財産使用許可手続　④不適切な公有財産売払い
⑤不適切な公有財産管理　⑥不適切な普通財産等貸付け　⑦不適切な施設管理運営

8 情報管理 ①情報発信先の誤り　②情報発信内容の誤り　③個人情報の漏えい，紛失　④庁内情報の確認漏れ　⑤通信回線障害
⑥ウイルス感染や不正アクセス

9 システム管理 ①システムダウン　②データの喪失　③システムへの誤入力　④システム改修・更新

10 許認可等 ①不適切な許認可等　②不適切な証明書，許可書等の交付等

11 文書管理 ①文書の紛失等　②著作権の侵害　③不適切な筆記用具の使用　④重大な行政資料等の誤り　⑤文書の保存年限の不適切な設定

12 その他重大な事故
等につながるおそ
れがあるもの

①ワクチン接種での事故等　②イベント中の事故等　③生活バス等の事故　④給食の事故等

13 その他の事務 ①その他の不適切な事務

分類

担当者

副担当
担当GL

1 支出一般 ① 不適切な支

出事務

物品納品の検査年

月日が誤っている

財務 ・物品納品後，納品日が適切である

か複数人で確認する。

事務担当課 ○ ○ ・物品会計規則第11条

・呉市会計規則等事務取扱要綱第5条
・呉市上下水道局物品等検収規程第15条

種別

リスク対応

対応者
対応課

分類 リスク
リスクの

具体例

関係法令等

※法令等名は略称対応策
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５ 内部統制の実施体制 

  最高責任者である市長の下，内部統制を実施するために，実務の総括責任者である副市長を本部長とする「呉市内部統制実施本部」
を組織し，呉市における内部統制の取組を推進します。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

実務の総括責任者，副総括責任者として，取組の推進と整備・運用状況の評価を総括します。

本部員が各局・部の内部統制の推進責任者として，総合的かつ継続的に内

部統制の取組を推進します。

内部統制の整備・運用状況に関

して独立した立場で評価を実施し，

評価報告書を作成します。

呉市内部統制実施本部

最高責任者：市長

内部統制の取組を評価

（評価部局）

各担当課等

検討指示・報告 評価指示・報告

モニタリング報告

リスク対応策一覧・チェックリストの更新等 実務における制度の運用と取組の推進

総務部行政改革課

評価

取組指示・報告

《本部員》

上下水道事業管理者，教育長，消防長，総務部長，企画部長(兼)復興総室長，

財務部長，市民部長，文化スポーツ部長，福祉保健部長，環境部長，

産業部長，都市部長，土木部長，会計管理者

本部長：第１副市長 副本部長：第２副市長

※第１副市長とは，呉市長職務代理者規則（昭和２５年呉市規則第４８号）第２条に規定する第１順位の副市長で，第２副市長とは第２順位の副市長をいいます。

■幹事会

会長：総務部副部長（行政改革課担当） 副会長：行政改革課長

幹事： （部庶務担当課等・制度関係課）

総務課長，人事課長，企画課長(兼)復興担当課長，情報統計課長，財政課長，管財課長，契約課長，地域協働課長，文化振興課長，

福祉保健課長，環境政策課長，商工振興課長，都市計画課長，土木総務課長，会計課長，教育総務課長，上下水道総務課長，

消防総務課長

内部統制の取組を推進（推進部局）
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呉市内部統制に関する方針 
 
１ 趣旨 

人口減少や少子高齢化の進展により，本市を取り巻く社会情勢は，大きな変化に直面しています。このような変化の中においても，
直面する行政課題や多様化する市民ニーズに対し，限られた行財政資源（人役，予算）により的確に対応し，より質の高い市民サービ
スを安定的，持続的，効率的かつ効果的に提供していく必要があります。 
そこで，本市では，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５０条第２項の規定に基づき内部統制に関する方針を定め，内部統

制体制を構築し，組織的な取組を進めていくことで，業務の適正な執行の一層の確保と，より質の高い行政サービスを提供することに
よる市民サービスの更なる向上を図るとともに，職員が安心して働きやすい職場環境の実現を目指していきます。 

 
２ 内部統制の目的 
 (1) 業務の効率的かつ効果的な遂行 

事務事業の見直し，業務の標準化，業務手順の明確化やＩＣＴ等の最新の技術を活用した業務改善に取り組むことで，最少の経費
で最大の効果を挙げるとともに，組織及び運営の合理化に努めながら，業務の目的の達成に向け，効率的かつ効果的に業務を遂行し
ます。 

 (2) 財務報告等の信頼性の確保 
予算，決算等に関する報告や政策の実施状況に関する報告等について，正当な手続に基づき作成するとともに，情報の適切な保存

及び管理を行い，情報の信頼性の確保に努めます。 
 (3) 業務に関わる法令等の遵守 

業務に関わる法令その他の規範を遵守するため，職員研修の実施等により職員一人一人が根拠法令等の理解を深めるとともに，コ
ンプライアンスの徹底を図り，組織として法令等を遵守する体制づくりに取り組みます。 

 (4) 資産の保全 
市が保有する有形・無形の財産や現金について，有効な利活用と正当な手続による取得，利用，管理，処分等により，適正な資産

の保全に取り組みます。 
 
３ 内部統制の対象事務 
 (1) 財務に関する事務 
(2) 適正な管理及び執行を特に確保する必要のある事務 

  
４ 内部統制の有効性の確保 
  この方針に基づく内部統制については，上下水道局及び行政委員会を含めた全庁的な体制を整備し，組織的に取り組みます。 
  また，内部統制の取組については，評価結果や監査委員からの意見等を踏まえ，適宜，見直しを行います。 

 
令和４年  月  日 
呉市長 新原 芳明 

別 紙 


